
■愛知県営上和田住宅ＰＦＩ方式整備事業（第２次）　実施方針に関する意見・提案

頁 数字 （数字） カナ （カナ） 英字 （英字）

1 4 1 (1) キ (ア) ｂ
「本事業完了前に引渡しを要する次の(a)から(d)までの業務に係る費用については、当該業務の引渡し時に残額を一括して支払います。」とありますが、(d)既存住棟等の解体撤去に関する業務について、今
回の事業も解体工事が複数の期に分かれているため、保留金があると想定されます。契約後は詳細な内訳書の作成が可能であり、出来高検査でも確認できるため、契約後に解体工事に関しては、解体計画ごと
に撤去完了100%での支払いを条件として変更できる条文または、文章を追記していただけないでしょうか。
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